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社会福祉法人「喜寿会」役員・評議員に対する報酬及び費用等に関する規程 

 

第１章 総 則 

 

（目的） 

第１条 この規程は、社会福祉法人喜寿会（以下「法人」という。）の役員・評議員に対す

る報酬及び費用等関する額並びに支給方法について必要な事項を定める。 

 

（報酬） 

第２条 報酬及び費用弁償の額は、次のとおりとする。 

（１） 理事、監事が理事会に出席したときは、１日につき５，０００円を支給する。 

 （２） 監事が監事監査のため出席したときは、１日につき１０，０００円を支給する。 

 （３） 評議員が評議員会に出席したときは、１日につき５，０００円を支給する。 

 （４） 研修会等の講師に対して、５，０００円から３０，０００円以内の謝礼金を支給

する。  

 （５） 理事長の報酬は月額５００，０００円を支給する。但し、施設（または法人）職 

員を兼務する場合は、法人給与規程に基づいた職員としての給与、および理事長の

報酬として月額１００，０００円を合わせて支給する。また、６月または７月期・

１２月期に特別報酬としてそれぞれ１００／１００・１００／１００を限度とし

て支給する。 

 （６） 業務執行理事の報酬は月額３００，０００円を支給する。但し、施設（または法

人）職員を兼務する場合は、法人給与規程に基づいた職員としての給与、および業

務執行理事の報酬として月額５０，０００円を合わせて支給する。また、６月また

は７月期・１２月期に特別報酬としてそれぞれ１００／１００・１００／１００を

限度として支給する。 

 （７） 施設（または法人）職員を兼務する場合は、法人給与規程に基づいた職員として 

の給与、および理事の報酬として月額２０，０００円を合わせて支給する。 

 （８） 事業担当理事の報酬として月額１０，０００円を支給する。但し、担当する事業

所に出向いて、事業所の管理者又は責任者から所轄業務の状況報告をうけ、必要に

応じ助言した場合支給する。 

 

（費用弁償） 

第３条 前条に定める者が、その職務のため遠距離に出張する場合は、費用弁償として 

旅費を支給する。 

 ２ 前項の旅費の支給方法は、当法人の旅費規程に準じる。 

 

 

 


